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※スケジュールについては、関係機関(国･茨城県等）との協議により変更
になる場合があります。

今後のスケジュール

年 月 日 内 容

令和５年１０月７日 都市計画決定案説明会

令和５年１１～１２月頃 地区計画素案の縦覧

令和５年１２月頃 公聴会

令和６年３月頃 守谷市都市計画審議会

令和６年５月頃 都市計画案の縦覧

令和６年６月頃 守谷市都市計画審議会（諮問・答申）

令和６年７月頃 茨城県都市計画審議会

令和６年８月頃 都市計画決定告示



１．区域区分の変更案

２

市街化区域とは

市街化調整区域とは

今回、新守谷駅周辺地区を新たに市街地として整備するために、
市街化区域への編入（区域区分の変更）を行います。

現在の新守谷駅周辺地区

既に市街地を形成している区域および、10年以内に優先的に市街化を図る区域

市街化を抑制するべき区域で、原則開発行為は認められない。

区域区分とは

市街化区域と市街化調整区域の区分のこと。区域区分は都市計画区域に定める
ことができるとされている（都市計画法第7条第1項）。

守谷市は全域が都市計画区域となっており、さらに首都圏整備法に規定される

近郊整備地帯のため、区域区分を定める義務がある。



１．区域区分の変更案
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市街化区域編入（約１４．６ha)

市街化区域編入図



5

２．土地区画整理事業の決定案

土地区画整理事業とは

まちづくりの手法のひとつ。道路や公園等の公共施設を整備し、土地の形を整え
ることで宅地の利用増進を図る事業。

土地の整形化

地権者からその権利に応じて

少しずつ土地を提供してもらい、
区画を整える。＝減歩という。

. P.1

②公共減歩
（道路や公園の用地となる）

○道路・公園等の整備
○建物の移転補償費
○宅地の整地費
○調査設計費 等

○保留地処分金
○その他

資
金
構
成

支 出 収 入

《Aさんの場合》

①換地
（整理後の宅地） 減歩された宅地

保留地

売却（事業費の
一部に充てます）

③保留地減歩

整理前の宅地

公共減歩
道路や公園など、公共用地
に充てる

保留地減歩

売却し、事業資金に充てる

減
歩



住宅地

住宅地

高圧線鉄塔
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ロジスクエア守谷

つくば
エクスプレス
総合基地

旭コンクリート工業

ＥＳＲ守谷
十和運送
守谷物流センター

平城苑

キリン物流
高圧線鉄塔

高圧線鉄塔

守谷自動車学校

トーワ流通

開智望小学校・中等教育学校

もりり
保育園

新守谷駅

大八洲
大原公民館

つくばみらい市道
24380号線

市街化区域編入区域と土地区画整理事業区域

２．土地区画整理事業の決定案
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２．土地区画整理事業の決定案

新守谷駅周辺土地区画整理事業の概要

計 画 面 積 約１３．５ｈａ

事 業 期 間 令和６年度～令和８年度

土 地 利 用 住宅系・商業系・産業系の複合

地 権 者 数 ４6名

施 行 組合施行

準 備 会
新守谷駅周辺土地区画整理組合
設立準備会

業務代行予定者 三井住友建設（株）
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２．土地区画整理事業の決定案

土地区画整理事業 土地利用案

物流施設
商業施設

商業施設現況主体
住宅

沿道商業

現況主体
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３．用途地域の変更案

新守谷駅周辺地区には４つの用途地域を設定します。
住居系：第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域
工業系：工業専用地域

用途地域を定めることができる区域

都市計画法第8条
都市計画区域については、都市計画に「用途地域」を定めることができる。
※守谷市は全域が都市計画区域

用途地域とは

土地の用途を適正に配分し、その土地の目的に応じた土地利用を実現するために
設定するもの。

・用途は大きく、住居系・商業系・工業系の3つに分かれ、全部で13地域がある。

・用途地域内では、建築物の用途だけでなく、建て方のルール（高さや建ぺい率、

容積率など）が決められている。



３．用途地域の変更案
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用途地域図

工業専用地域

準住居地域

第二種住居地域 第一種住居地域
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一 住

６０

２００

３．用途地域の変更案

工業専用地域 準住居地域

第二種

住居地域

第一種住居地域

準 工

60

200

一 住

60

200

一 住

60

200

工 専

60

200

近 商

60

200

用途地域図

工業専用地域（5.1ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

工業系市街地のための用途地域です。すべての工
場・倉庫等が建てられますが、住宅は建てられませ
ん。店舗は物品販売店、飲食店は建てられません。

準住居地域（3.4ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための用途地域です。幹線道
路の沿道における、商業・業務施設等の利便性を図り
ます。10,000㎡以下の店舗等が建てられます。

第二種住居地域（3.4ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための
用途地域です。第一種住居地域
よりも、商業・業務系の土地利
用がしやすくなっており、
10,000㎡以下の店舗等が建て
られます。

第一種住居地域（2.7ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための
用途地域です。住宅利用を中心
としていますが、3,000㎡以下
の店舗、事務所、ホテル等が建
てられます。

開智望小学校
中等教育学校新守谷駅



◆市内の用途地域と高度地区

種類 容積率/建ぺい率 高度地区 備考

第一種低層住居専用地域 80/40 100/50 なし 絶対高さ10ｍ

第一種中高層住居専用地域 200/60 20ｍ第1種

第一種住居地域
200/60 20ｍ第3種

200/60（中央） 31ｍ第3種

第二種住居地域 200/60 20ｍ第3種

準住居地域
200/60 20ｍ第3種

200/60（中央） 31ｍ第3種

近隣商業地域
200/80 20ｍ第3種

300/80（中央） なし

商業地域 400/80 500/80 なし

準工業地域 200/60 20ｍ第3種

工業専用地域 200/60 なし

４．高度地区の変更案

高度地区とは
用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の

高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。今回は高さの最高限度を定めます。
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４．高度地区の変更案
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２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

指定なし

（地区計画３１ｍ）

指定なし

２０ｍ第３種

高度地区図

絶対高さ20ｍ

２０ｍ第３種

開智望小学校
中等教育学校

新守谷駅



１３

５．地区計画の決定案

地区計画とは

ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、それぞれの区域の特性に応じて
良好な都市環境の形成を図ることを目的として、建築物の立て方のルールや公共施

設の配置などを定める都市計画。

出典：「みんなで進めるまちづくりの話－国土交通省」

用途地域との関係

地区計画を定めることができる区域

地区計画を定める区域については
都市計画法第１２条の５で規定。

例：用途地域が定められている区域

それぞれの区域の実情に合った、
よりきめ細かい規制を設けることで

用途地域の規制を強化・緩和する。



１４

５．地区計画の決定案

〔沿道複合地区〕
都市計画道路守谷小絹線
の沿道街区として、商業系
と住宅系の複合型の土地
利用を誘導する

〔住宅地区〕
子育て環境を支える既存保育園を存置する
とともに、街区公園を配置し、都市型集合住
宅や戸建て住宅の供給の受け皿となる住
宅系土地利用を誘導する。

〔商業地区〕
新守谷駅に近接するまとまった敷地を活か
し、地域の日常生活を支える商業系土地利
用を誘導する。

〔沿道商業地区〕
主要幹線道路国道294号の沿道である立
地、新守谷駅との近接性を活かした商業系
・業務系土地利用を誘導する。

〔工業地区〕
既存の工業専用地域との連続性、常磐自
動車道谷和原インターチェンジとの近接性
、主要幹線道路国道294号の沿道である立
地を活かし、まとまった規模の工業系土地
利用を誘導する。

○地区計画の目標
本地区は、関東鉄道常総線新守谷駅や常磐自動車道谷和原インターチェンジとの交通ネット

ワークをいかし、商業・業務施設や住宅の集積を高め、本市の副次拠点、地域の生活拠点とし
て、にぎわいと魅力のある都市環境の形成を図ることを目標とする。

・地区区分と土地利用の方針



１５

５．地区計画の決定案

地区計画の制限内容
建築物等の形態、色彩、意匠の制限

雨水貯留施設の設置

垣又はさくの構造
壁面の位置の制限

建築物等の敷地の最低限度

緑化率の最低限度

建築物等の用途の制限

建築物等の高さの

最高限度

（工業地区のみ）



用途の制限（建築してはならない建築物）

工業地区 1.畜舎
2.法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物
※火薬類取締法の火薬類の製造、消防法第2条第7項に規定
する危険物の製造などの危険性が大きいか又は著しく環境を
悪化させるおそれがある工場は建築できません。

沿道商業地区 1．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類するもの
2．畜舎（15 ㎡を超えるもの）商業地区

住宅地区 1．ホテル、旅館
2．ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するも
のとして建築基準法施行令130 条の6 の2 で定める運動施設
3．畜舎（15 ㎡を超えるもの）
4．公衆浴場

沿道複合地区 1．畜舎（15 ㎡を超えるもの）
2．公衆浴場

１６

５．地区計画の決定案



１７

壁面位置の制限 敷地面積
最低限度

工業地区 ・国道294 号、市道209 号、市道2790 号から5.0ｍ
・その他の道路境界線から2.0ｍ
法別表第2(る)項第2号に掲げる建築物の外壁等の面から

道路境界線までの距離は、次に掲げる数値以上でなくては
ならない。
１．国道294号、市道2790号線の道路境界線から30.0ｍ

※火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多
い施設については、国道294号、市道2790号線（地区北側
の住宅地との間の道路）の道路境界線から30ｍ以上離さな
ければ建築できません。

10,000㎡

沿道商業地区 ・国道294 号、市道209 号から2.0ｍ
・その他の道路境界線から1.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ
ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く
①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ
以下の建築物の部分。

②建築物に付属する床面積の合計が２０㎡未満の車庫、
物置等はこの限りではない。

500㎡

５．地区計画の決定案



１８

壁面位置の制限 敷地面積
最低限度

商業地区 ・すべての道路境界線から2.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ

1,000㎡

住宅地区 ・すべての道路境界線から1.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ
ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く
①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ
以下の建築物の部分

②建築物に付属する床面積の合計が２０㎡未満の車庫、
物置等はこの限りではない。

165㎡

沿道複合地区

５．地区計画の決定案



１９

緑化率
最低限度

高さ
最高限度

形態、色彩、意匠の制限

工業地区 ２０％ 31m

ただし、建築物の屋上に
設置する最高高さ1.5ｍ

以下の太陽光発電施設
は高さに参入しないもの
とする。

１．建築物の屋根、外壁及びこ
れに代わる柱の色彩は、刺激
的な色を避け、周辺環境に調
和した落ち着きのある色調とす
る。

２．屋上、屋外設置物及び工
作物は、地上や他の建築物か
らの景観に配慮する。

３．屋外広告物は、周囲の環
境と調和するような設置場所、
大きさ、色彩等に配慮する。

沿道商業地区 １０％ ー

商業地区 １０％ ー

住宅地区 １０％ ー

沿道複合地区 １０％ ー

５．地区計画の決定案



２０

工業地区 敷地最低 ５00㎡
緑化率 10％

住宅地区
敷地最低 165㎡
緑化率 10％

敷地最低 165㎡
緑化率 10％

沿道
複合
地区

壁面位置の制限、敷地面積最低規模、緑化率

５．地区計画の決定案

沿道商業
地区

敷地最低 10,000㎡
緑化率 20％
高さ最高 31ｍ

商業地区

敷地最低 1,000㎡
緑化率 10％



２１

垣又はさくの構造制限

工業地区 ・道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しな
ければならない。
1.道路側に突出しないよう管理できる生垣。
2.高さ2.0m 以下の鉄柵、金網等で透視可能なフェンス。石積み及び基礎
を構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6ｍ以下とする。
ただし、門柱・門の袖及び法令等に定められた場合は、この限りでない。

沿道商業地区 ・道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しな
ければならない。
1.道路側に突出しないよう管理できる生垣。
2.高さ1.2ｍ以下の鉄柵、金網等で透視可能なフェンス。石積み及び基礎
を構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6ｍ以下とする。
３．高さ１．2ｍ以下の上記各号に属さない構造の垣又はさくで、道路側に
幅0.5ｍ以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。ただし、幅が１．5ｍ以内

の門柱・門の袖又は商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を景
観に配慮し設置する場合はこの限りではない。

商業地区

住宅地区

沿道複合地区

５．地区計画の決定案



２２

雨水貯留施設に関する事項

工業地区 雨水貯留施設については、新守谷駅周辺地区雨水貯留施設設
置基準に基づき、各敷地における雨水排水流域ごとの面積に
応じた貯留量を満たす施設を設置し、適切に維持管理するもの
とする。

沿道商業地区

商業地区

住宅地区

沿道複合地区

５．地区計画の決定案



２３

適用除外

工業地区 建築物及びその敷地に関する事項に関して、以下の要件に該当する場
合は適用を除外とする。

１．現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用
する。
２．土地区画整理法第103条第1項に規定する換地処分又は同法第98条
第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利

に基づいてその全部を一つの敷地として使用するものに関しては、「敷地
面積の最低限度」における制限の適用除外とする。

３．市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め
て許可したもの。

４．市長が地区計画に定められた区域の整備及び開発に関する方針に適
合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に影響を及ぼす恐れがな
いと認めて許可した建築物。

沿道商業地区

商業地区

住宅地区

沿道複合地区

５．地区計画の決定案


